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私たち東海労が、「新型コロナウイルス」に関する緊急申し入れを行っ
た結果、会社は①「新幹線各駅と在来線主要駅の出改札には､お客様
向けにアルコール消毒液を設置する。」②接客業務に就く社員のマスク
着用を認める。」回答を引き出しました。
しかし、組合が「業務中に必要なマスクは、会社が責任を持って配布

すること。」を求めたことに対して、会社は「マスクは個人で購入するこ
と。」「個人で購入が困難な場合は職場の管理者に申し出ること。」と東
京地区・大阪地区では既に入手困難に陥っている事を把握しながら、誠
意のない回答でありました。引き続き交渉していきます！！

既に「新型コロナウイルス」に感染された方が、新幹線を既に「新型コロナウイルス」に感染された方が、新幹線を

利用していたことも明らかになっています。利用していたことも明らかになっています。

マスク着用を認められた運輸職場では、殆どの乗務員マスク着用を認められた運輸職場では、殆どの乗務員

がマスク着用を希望し着用しています。がマスク着用を希望し着用しています。

今後、マスクを配布せず社員に感染者が出たら、会社は今後、マスクを配布せず社員に感染者が出たら、会社は

責任から逃れることは出来ません。責任から逃れることは出来ません。

会社は、もっと危機感を持つべきです！！会社は、もっと危機感を持つべきです！！

東海労大阪運輸所分会は、以下の東海労大阪運輸所分会は、以下の 33 点を要求します。点を要求します。

①：①： 全社員にマスクを配給すること！全社員にマスクを配給すること！

②：②： 新幹線自由席の改札を中止すること！新幹線自由席の改札を中止すること！

③：③： 女性妊婦社員で自宅待機を希望する場合は、これを女性妊婦社員で自宅待機を希望する場合は、これを

認めること！認めること！


